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は
じ
め
に

　

筆
者
は
近
年
、
朝
鮮
通
信
使
が
淀
川
を
登
り
下
り
す
る
際
に
乗
船
し
た
川
御
座

船（
1
）に
注
目
し
て
き
た
（
大
澤
二
○
一
七
、二
○
一
九
）。
川
御
座
船
は
西
国
大
名
に

加
え
幕
府
が
直
接
提
供
す
る
形
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
で

通
信
使
迎
接
に
対
す
る
徳
川
政
権
の
姿
勢
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、「
朝
鮮
人
来
朝
一
件
」（
大
阪
歴
史
博
物
館
所
蔵
熊
田
家
文
書
。
熊

田
早
苗
氏
寄
贈
。
以
下
「
一
件
」）
の
紹
介
を
お
こ
な
っ
て
み
た
い
。
熊
田
家
は
近
世

を
通
し
て
野
田
村
（
大
阪
市
都
島
区
）
の
庄
屋
を
務
め
た
家
で
あ
る
。
淀
川
沿
岸
の
村
々

は
川
御
座
船
の
淀
川
遡
上
に
際
し
て
綱
引
や
綱
引
道
の
整
備
、
水
尾
筋
の
掘
削
な
ど
の

国
役
を
負
担
し
た
が
、
野
田
村
は
そ
れ
に
含
ま
れ
た
だ
け
で
な
く
、
水
尾
筋
の
位
置
の

関
係
か
ら
川
御
座
船
遡
上
の
折
り
に
は
最
初
に
対
応
が
必
要
と
な
る
村
で
も
あ
っ
た
。

　
「
一
件
」
は
宝
暦
十
四
年
（
一
七
六
四
）
度
の
通
信
使
使
行
に
限
っ
た
記
録
で
は
あ

る
が
、
そ
の
迎
接
に
向
け
た
同
十
二
年
の
準
備
段
階
か
ら
十
四
年
に
帰
国
の
た
め
大
坂

を
離
れ
る
ま
で
の
間
、
大
坂
町
奉
行
と
野
田
村
・
諸
村
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
指
示
や

願
書
な
ど
が
日
を
追
っ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。　　

　

そ
し
て
何
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
淀
川
を
通
航
し
た
川
御
座
船
の
姿
や
水
主
の
着

衣
を
描
い
た
、
素
朴
で
は
あ
る
が
特
徴
を
押
さ
え
た
挿
絵
（
川
御
座
船
図
）
が
収
録
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
川
御
座
船
の
種
別
を
瞬
時
に
見
分

け
、
前
も
っ
て
指
示
さ
れ
た
船
ご
と
の
綱
引
人
足
を
速
や
か
に
出
動
さ
せ
る
た
め
、
野

田
村
が
腐
心
し
た
こ
と
と
深
く
関
連
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。
川
御
座
船
図
は
船
の
提
供

側
が
記
録
と
し
て
描
か
せ
た
事
例
が
多
い
が
、
こ
の
挿
絵
は
通
航
を
支
え
た
在
地
側
が

描
き
と
ど
め
た
点
で
極
め
て
珍
し
い
存
在
と
い
え
よ
う
。　

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
「
一
件
」
に
書
き
留
め
ら
れ
た
史
料
か
ら
川
御
座
船
運
航
に
直
接

か
か
わ
る
水
尾
浚
え
と
綱
引
人
足
の
拠
出
（
飯
沼
二
○
○
四
）
に
か
か
る
動
き
を
概
観

し
た
う
え
で
、
挿
絵
の
意
義
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
た
い
。

一
　
川
御
座
船
運
航
に
か
か
る
水
尾
浚
え
と
綱
引
人
足

１　

水
尾
浚
え

　

宝
暦
度
の
通
信
使
来
聘
が
同
十
三
年
九
月
・
十
月
頃
の
実
施
と
具
体
的
な
計
画
が
明

描
か
れ
た
宝
暦
度
朝
鮮
通
信
使
川
御
座
船
と
そ
の
運
航
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
館
蔵
「
朝
鮮
人
来
朝
一
件
」
を
通
じ
て
―

大
澤　

研
一
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描かれた宝暦度朝鮮通信使川御座船とその運航について　―館蔵「朝鮮人来朝一件」を通じて―

ら
か
に
な
っ
た
の
は
同
十
二
年
正
月
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
淀
川
沿
岸
の
村
々
に
綱

引
道
の
有
無
・
普
請
箇
所
な
ど
の
差
し
出
し
が
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
同
年
閏
四
月
二
日
で

あ
っ
た
。
こ
れ
が
「
一
件
」
に
収
録
さ
れ
る
文
書
の
最
初
と
な
る
（
以
下
、
言
及
・
引

用
す
る
史
料
は
す
べ
て
同
書
所
収
。
丸
囲
み
数
字
は
引
用
史
料
の
本
稿
で
の
連
番
。〔　

〕

数
字
は
「
朝
鮮
人
来
朝
一
件
」
内
の
仮
文
書
番
号
）。

　

摂
津
国
東
生
郡
・
住
吉
郡
三
十
三
ヵ
村
が
「
淀
川
筋
水
尾
浚
」「
御
乗
船
綱
引
人
足
」

を
負
担
す
る
の
は
宝
暦
度
以
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
〔
№
6
〕、
こ
の
た
び
の
水

尾
浚
え
に
関
す
る
文
書
は
翌
宝
暦
十
三
年
八
月
六
日
付
が
最
初
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
坂

町
奉
行
か
ら
淀
川
東
側
（
以
下
、
左
岸
）
の
野
田
村
～
中
野
村
庄
屋
た
ち
へ
の
指
示
で
、

「
淀
川
筋
御
船
路
水
尾
浚
」
見
分
の
た
め
に
来
る
九
日
よ
り
川
奉
行
を
差
し
向
け
る
の
で
、

庄
屋
年
寄
は
村
境
ま
で
船
に
て
出
向
き
、
浚
渫
箇
所
の
指
図
を
受
け
る
よ
う
に
と
の
内

容
で
あ
る
。
御
座
船
二
艘
を
並
行
に
登
ら
せ
て
水
尾
筋
を
確
認
す
る
が
、
水
尾
幅
は
一

○
間
、
深
さ
は
定
水
よ
り
二
尺
五
寸
に
浚
う
の
が
先
格
と
さ
れ
た
〔
№
15
〕。

　

こ
う
し
て
村
々
は
水
尾
浚
え
に
関
す
る
最
初
の
指
示
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
が
、
実

は
水
尾
筋
は
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
淀
川
の
流
れ
に
よ
り
移
動
す
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
こ
の
移
動
は
川
御
座
船
の
航
路
、
そ
し
て
綱
引
の
実
施
が
川
の
右
岸
な
の
か
左
岸

な
の
か
と
い
う
問
題
に
直
結
す
る
た
め
、
村
々
に
と
っ
て
重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
件
に
つ
い
て
人
足
負
担
の
淀
川
左
岸
三
十
九
ヵ
村
は
次
の
願
い
を
提
出
し
た
。

①
〔
№
25
〕

　

乍
恐
御
願
奉
申
上
候　
　
　
　
　

摂
州
東
生
郡
・
同
国
住
吉
郡
・
河
州
茨
田
郡

一
前
々
朝
鮮
人
来
朝
ニ
付
、
淀
川
筋
御
船
登
り
候
節
、
私
共
村
々
綱
引
人
足
被
為　

仰

付
候
処
、
御
先
触
ニ
御
公
儀
様
御
船
并
御
大
名
様
方
御
船
其
外
船
々
壱
艘
毎
綱
引
人
足

何
人
懸
り
と
申
儀
、
御
廻
状
ニ
御
記
被
下
置
候
得
共
、
御
船
印
并
番
手
之
義
御
記
無
御

座
候
ニ
付
、
差
懸
り
人
足
寄
セ
小
屋
ゟ
操
出
シ
之
儀
難
渋
仕
、
殊
之
外
難
儀
仕
候
、
此

度
朝
鮮
人
来
朝
ニ
付
、
右
同
断
御
船
登
り
候
節
、
綱
引
人
足
之
儀
先
例
之
通
御
先
触
可

被
為　

仰
付
奉
存
候
、
就
夫
乍
恐
奉
願
候
ハ
右
御
船
之
番
附
・
御
船
印
共
御
記
被
為　

仰
触
被
下
候
得
ハ
人
足
小
屋
ニ
夫
々
合
印
被
置
、
段
々
ニ
出
シ
候
様
仕
度
奉
願
候
、
別

而
此
度
之
儀
、
淀
川
筋
川
中
ニ
附
洲
有
之
、
右
附
洲
よ
り
西
手
ニ
水
尾
筋
有
之
、
右
寄

セ
小
屋
よ
り
程
遠
ク
御
座
候
処
、
綱
引
人
足
野
田
村
領
最
初
ニ
御
座
候
故
、
右
之
御
船

印
・
番
附
相
心
得
罷
有
候
得
ハ
差
懸
り
御
用
勤
能
甚
勝
手
ニ
罷
成
候
ニ
付
、
乍
恐
右
之

段
御
願
奉
申
上
候
、
被
為
聞
召
上
願
之
通
被
為　

仰
付
被
下
候
ハ
ヽ
難
有
可
奉
存
候
、

以
上
、

　
　

宝
暦
十
三
年
未
九
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
十
九
ケ
村
連
判
ニ
而

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
前
回
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
の
来
日
時
に
綱
引
人
足
を
繰
り
出

す
際
、
廻
状
に
船
ご
と
の
人
数
の
記
載
は
あ
っ
た
が
御
船
印
と
番
手
の
記
載
は
な
か
っ

た
た
め
、
寄
せ
小
屋
よ
り
人
足
の
繰
り
出
し
に
難
渋
し
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
今
回
は

船
の
番
付
と
船
印
を
記
し
て
も
ら
い
た
い
が
、
こ
の
た
び
は
淀
川
中
に
「
附
洲
」
が
あ

り
、
そ
の
西
手
に
水
尾
筋
が
あ
る
こ
と
か
ら
寄
せ
小
屋
よ
り
遠
く
な
る
が
、
綱
引
人
足

は
野
田
村
領
が
最
初
で
あ
る
ゆ
え
御
船
印
と
番
付
を
心
得
て
お
き
た
い
と
述
べ
て
い
る
。

　

な
お
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
水
尾
筋
が
川
中
の
中
洲
の
西
方
（
右
岸
の
川
崎
村
寄
り
）

で
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
だ
と
綱
引
は
右
岸
で
開
始
す
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
見
通
し
を
も
っ
た
う
え
で
の
や
り
と
り
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
綱
引
は
最
初
右
岸
の
川
崎
村
で
お
こ
な
っ
た
と
し
て
も
、
水
尾
筋
の
関

係
に
よ
り
途
中
で
左
岸
（
沢
上
江
村
付
近
）
に
移
動
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
と

も
な
い
、
従
来
野
田
村
の
国
役
堤
上
に
設
置
し
て
い
た
綱
引
人
足
の
寄
せ
小
屋
を
今
回

は
沢
上
江
村
の
御
国
役
場
踏
に
変
更
し
た
い
と
三
十
九
ヵ
村
が
願
い
出
た
。

②
〔
№
40
〕　

　

乍
恐
書
付
を
以
御
願
奉
申
上
候　
　

綱
引
水
尾
浚
三
十
九
ヶ
村
惣
代
共
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一
此
度
朝
鮮
人
来
朝
ニ
付
、
淀
川
筋
御
船
登
り
候
節
、
御
綱
引
人
足
千
五
六
百
人
集
り

申
儀
ニ
付
、
人
足
溜
り
竹
矢
来
前
々
ゟ
致
来
候
、
此
度
も
竹
矢
来
凡
横
三
間
ニ

四
十
五
六
間
之
人
足
溜
仕
度
奉
存
候
、
尤
前
々
ハ
野
田
村
領
御
国
役
堤
ニ
仕
候
得
共
、

当
年
之
儀
ハ
淀
川
筋
水
尾
西
方
ニ
御
座
候
故
、
川
崎
村
ゟ
御
船
綱
沢
上
江
村
へ
請
取
申

ニ
付
、
沢
上
江
村
御
国
役
場
踏
ニ
竹
矢
来
仕
申
度
候
ニ
付
、
此
段
御
願
奉
申
上
候
、
尤

水
尾
替
り
申
候
ハ
ヽ
又
々
御
断
申
上
場
所
替
可
仕
候
、
右
願
通
御
聞
済
被
為
成
下
候
ハ
ヽ

難
有
奉
存
候
、
以
上
、

　
　

宝
暦
十
三
年
未
十
一
月
十
四
日　
　

野
田
村
兵
治
（
以
下
、
沢
上
江
村
・
森
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

路
村
・
放
出
村
・
毛
馬
村
・
赤
川
村
・
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

場
村
庄
屋
名
省
略
）

　
　

御
奉
行
様　
　

　

た
だ
し
、
水
尾
筋
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
位
置
が
変
わ
る
可
能
性
の
あ
っ
た
こ
と
が
文

末
に
記
さ
れ
て
お
り
、
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
観
察
の
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

そ
の
た
め
、
十
一
月
二
十
八
日
に
は
川
方
役
人
が
野
田
村
領
内
で
改
め
て
水
尾
筋
確
認

を
お
こ
な
う
と
し
て
、
三
十
九
ヵ
村
に
待
ち
受
け
が
命
ぜ
ら
れ
〔
№
39
〕、
川
崎
村
庄

屋
に
も
野
田
村
へ
出
向
く
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
。
通
信
使
の
大
坂
到
着
が
近
づ
く
な

か
、
慎
重
に
水
尾
筋
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
幕
府
側
の
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
て
年
が
明
け
、
宝
暦
十
四
年
を
迎
え
た
。
新
年
最
初
の
史
料
は
正
月
十
二
日

に
大
坂
町
奉
行
か
ら
左
岸
諸
村
宛
の
指
示
で
あ
る
。
こ
れ
は
通
信
使
が
近
々
大
坂
へ
到

着
す
る
見
込
み
な
の
で
、
か
ね
て
よ
り
申
し
付
け
て
お
い
た
深
さ
二
尺
五
寸
、
幅
一
○

間
で
水
尾
浚
え
を
実
行
す
る
よ
う
述
べ
て
い
る
〔
№
45
〕。

　

と
こ
ろ
が
、
正
月
十
七
日
に
な
っ
て
さ
ら
に
堤
方
役
所
か
ら
左
岸
諸
村
に
水
尾
筋
の

確
認
を
お
こ
な
う
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
。
早
速
野
田
村
・
中
野
村
・
沢
上
江
村
・
毛
馬

村
の
庄
屋
は
水
尾
筋
が
変
わ
っ
た
と
思
し
き
場
所
が
あ
る
の
で
、
確
認
し
て
葉
竹
を
立

て
て
も
ら
っ
た
上
で
掘
り
浚
え
を
指
示
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
〔
№
50
〕。
葉
の
つ

い
た
竹
を
水
尾
筋
の
両
側
に
立
て
そ
の
位
置
が
わ
か
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
（「
傍

尓
竹
」）。

　

そ
し
て
正
月
二
十
二
日
に
は
過
書
方
に
よ
る
川
筋
見
分
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
、
一

村
に
つ
き
三
寸
廻
り
の
葉
付
竹
三
十
本
を
差
し
出
す
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
〔
№
51
〕。
す

で
に
通
信
使
一
行
は
二
十
日
に
大
坂
到
着
済
み
で
、
二
十
六
日
に
は
淀
川
筋
を
上
る
予

定
が
組
ま
れ
て
い
た
た
め
、
ま
さ
に
ギ
リ
ギ
リ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
作
業
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
が
、
最
終
的
に
水
尾
筋
の
確
認
・
確
定
が
な
さ
れ
、「
傍
尓
竹
」
が
建
て
ら

れ
た
の
は
二
十
三
日
の
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
次
の
史
料
を
み
て
み
よ
う
。

③
〔
№
60
〕

以
手
紙
致
啓
上
候
、
然
者
先
達
而
川
方
役
所
ニ
而
被　

仰
付
候
淀
川
水
尾
筋
傍
尓
竹
建

ニ
明
廿
三
日
役
人
為
差
登
候
、
三
寸
廻
り
葉
付
之
竹
先
達
而
被　

仰
渡
候
通
御
渡
可
被

成
候
、
且
又
城
州
境
迄
之
摂
河
地
川
端
村
々
其
元
ゟ
村
繾
右
之
趣
無
滞
御
通
達
可
被
成

候
、
以
上
、

　
　
　

正
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
見
船
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

過
書
役
所

　
　
　
　
　
　

川
崎
村

　
　
　
　
　
　

野
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　

右
庄
屋
御
中

　

こ
う
し
て
水
尾
筋
が
確
定
し
、
川
御
座
船
は
安
全
な
航
路
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

2　

綱
引
人
足

　

左
岸
諸
村
に
よ
る
綱
引
人
足
の
提
供
は
宝
暦
度
以
前
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
史

料
①
に
よ
れ
ば
、
此
度
は
延
享
度
使
行
の
経
験
を
踏
ま
え
、
寄
せ
小
屋
よ
り
の
人
数
の
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繰
り
出
し
が
ス
ム
ー
ズ
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
船
番
付
と
船
印
を
教
え

て
も
ら
い
た
い
と
野
田
村
側
は
要
望
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
要
望
は
実
現
の
は
こ
び

と
な
り
、
十
一
月
十
五
日
に
川
口
御
船
方
へ
出
向
い
た
の
で
あ
る
。

④
〔
№
38
〕

右
ニ
付
十
二
日
罷
出
候
処
、
川
方
役
所
ニ
而
被
仰
付
候
者
、
御
船
印
来
ル
十
五
日
四
ツ

時
川
口
御
船
方
へ
罷
出
見
可
申
段
被
仰
付
候
間
、
川
浚
村
一
所
ニ
可
罷
出
候
、
尤
人
足

溜
り
拵
候
ハ
ヽ
早
ク
願
出
候
様
被
仰
付
候
、

⑤
〔
№
40
〕

一
十
一
月
十
五
日
川
口
御
船
方
へ
川
崎
村
立
会
御
船
印
拝
見
ニ
出
ル
、
御
船
小
屋
之
間

役
所
ニ
而
与
力
衆
四
人
連
座
ニ
而
小
船
之
印
見
申
候
、

　

こ
の
時
は
川
崎
村
も
立
会
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
は
最
初
の
綱
引
が
川
崎
村

の
前
で
お
こ
な
わ
れ
る
公
算
が
高
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
史
料
⑤
に
よ
れ
ば
こ
の
時
実
見
で
き
た
の
は
「
小
船
之
印
」（
史
料
⑥

の
「
附
船
」
カ
）
で
あ
り
、
御
座
船
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。
そ

の
事
情
は
不
明
だ
が
、
十
一
月
二
十
四
日
に
な
っ
て
大
坂
町
奉
行
か
ら
左
岸
諸
村
に
対

し
、
綱
引
人
足
の
人
数
（
一
四
七
二
名
）
と
と
も
に
あ
ら
た
め
て
御
船
・
附
船
の
合
印

が
「
別
紙
」
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
、
さ
ら
に
過
書
船
・
伏
見
船
に
つ
い
て
は
別
途
一
艘

当
た
り
の
綱
引
人
足
の
人
数
を
記
し
た
木
札
が
提
示
さ
れ
る
の
で
そ
れ
に
従
う
べ
き
こ

と
が
告
げ
ら
れ
た
。

⑥
〔
№
42
〕

一
朝
鮮
人
江
戸
参
向
之
節
者
、
先
達
而
相
触
達
候
通
淀
川
筋
両
川
縁
村
々
ゟ
船
々
綱
引

人
足
都
合
千
四
百
七
拾
弐
人
差
出
シ
候
積
り
、
兼
而
可
相
心
得
候
、
尤
右
人
足
高
増
減

可
有
之
間
、
当
表
出
立
日
限
極
候
ハ
ヽ
、
壱
艘
切
ニ
船
之
引
人
足
目
録
を
以
相
触
可
申

候
条
、
人
数
無
相
違
差
出
シ
、
綱
引
登
り
城
州
路
ニ
至
り
候
ハ
ヽ
彼
地
村
々
ゟ
出
候
人

足
へ
綱
引
渡
へ
く
候
、

一
御
船
并
附
船
合
印
之
儀
、
別
紙
之
通
ニ
相
心
得
間
違
無
之
様
ニ
可
致
候
、

一
過
書
船
・
伏
見
船
ゟ
者
壱
艘
切
ニ
綱
引
人
足
何
人
と
記
候
木
札
を
見
セ
可
申
間
、
右

木
札
ニ
有
之
人
数
之
通
船
々
え
相
掛
り
綱
引
可
申
候
、

　

右
之
通
令
承
知
候
段
、
村
々
庄
屋
・
年
寄
致
印
形
、
村
次
順
々
相
廻
シ
触
留
之
村

　

ゟ
大
坂
番
所
へ
可
持
参
者
也
、

　
　

未
十
一
月
廿
四
日　
　
　

出
雲
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

能
登
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

淀
川
東
側
野
田
村
ゟ
楠
葉
村
迄

　

こ
の
「
別
紙
」
自
体
は
「
一
件
」
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
挿
絵
に
は
拡
大
し
た

船
印
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
分
に
「
別
紙
」
が
反
映
さ
れ
た
可
能
性

は
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。
次
に
船
印
の
掲
げ
方
や
必
要
な
綱
引
人
足
の
告
知
方
法
を
み

て
み
よ
う
。

⑦
〔
№
43
〕

一
朝
鮮
人
淀
川
筋
登
船
之
節
、
御
船
四
艘
并
下
知
船
弐
艘
之
合
印
者
段
々
筋
小
旗
を
建
、

下
ニ
何
丸
何
人
と
書
付
候
紙
印
を
付
、
夜
ニ
入
候
得
ハ
、
段
々
筋
合
印
之
挑
灯
建
、
下

紙
印
付
、

一
附
ケ
船
弐
拾
壱
艘
之
合
印
ハ
白
地
ニ
石
持
一
文
字
ニ
三
ツ
星
之
紋
付
候
船
印
、
下
ニ

何
船
何
人
と
書
付
候
紙
印
を
付
、
夜
ニ
入
候
得
ハ
裳
付
之
挑
灯
、
下
ニ
紙
印
付
、

一
右
之
通
之
合
印
壱
艘
ニ
壱
本
ツ
ヽ
陸
を
加
子
ニ
持
セ
、
紙
印
之
書
付
ニ
合
セ
、
人
足

ニ
綱
引
セ
候
、
尤
御
船
四
艘
ハ
綱
引
下
知
之
者
、
壱
人
宛
外
ニ
差
引
い
た
し
候
加
子

二
三
人
宛
、
陸
を
遣
シ
候
、
其
外
附
船
等
者
右
合
印
持
之
加
子
、
直
ニ
可
致
差
引
候
、

一
綱
繰
之
所
へ
者
三
拾
石
船
四
艘
、
石
持
ニ
一
文
字
三
ツ
星
之
紋
付
候
船
印
を
建
、
下

に
綱
渡
シ
船
と
書
付
候
紙
印
を
付
ケ
、
御
船
ゟ
先
に
廻
シ
置
、
御
船
之
分
者
御
船
四
艘
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之
綱
を
三
拾
石
船
壱
艘
ツ
ヽ
ニ
而
為
積
越
候
間
、
此
船
へ
人
足
共
引
綱
繰
入
候
様
ニ
可

致
候
、
且
又
小
船
・
過
書
船
・
伏
見
船
ハ
其
船
々
え
引
綱
繰
入
可
申
候
、
綱
引
捨
候
得

ハ
令
混
乱
候
間
、
右
之
通
可
相
心
得
候
、（
中
略
）

　

右
之
通
御
船
手
ゟ
申
来
候
間
、
村
々
之
者
共
え
と
令
承
知
、
無
間
違
様
可
致
候
、

　
　
　

未
十
一
月

　

ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
幕
府
提
供
の
御
船
（
川
御
座
船
）
四
艘
と
そ
の

航
行
を
告
げ
る
下
知
船
二
艘
は
段
々
筋
の
合
印
の
小
旗
を
立
て
、
そ
の
下
に
何
丸
何
人

（
綱
引
人
足
）
と
書
い
た
紙
印
を
つ
け
る
。
夜
は
段
々
筋
合
印
の
提
灯
を
立
て
、
下
に

同
じ
紙
印
あ
り
。
②
附
船
二
十
一
艘
の
合
印
は
白
地
に
石
持
一
文
字
に
三
ツ
星
の
船
印

で
、
同
じ
く
下
に
何
船
何
人
と
書
い
た
紙
印
を
つ
け
る
。
夜
は
提
灯
下
に
紙
印
あ
り
。

③
一
艘
に
一
人
合
印
・
紙
印
持
ち
の
水
主
を
陸
に
あ
げ
、
数
を
合
わ
せ
て
人
足
に
綱
引

き
を
さ
せ
る
。
④
綱
繰
所
へ
は
、
石
持
一
文
字
三
ツ
星
の
紋
付
船
印
を
建
て
、
下
に
「
綱

渡
シ
船
」
と
書
い
た
紙
印
を
つ
け
た
三
十
石
船
四
艘
を
御
船
よ
り
先
に
廻
し
置
き
、
御

船
四
艘
の
綱
を
そ
れ
ぞ
れ
が
積
み
、
人
足
と
と
も
に
引
綱
を
繰
り
入
れ
る
。
小
船
・
過

書
船
・
伏
見
船
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
船
に
引
綱
を
繰
り
入
れ
る
よ
う
に
す
る
。

　

以
上
は
大
坂
船
手
か
ら
の
指
示
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
②
白
地
に
一
文
字
三
ツ
星

の
紋
（
大
坂
船
手
の
紋
。
後
述
）
を
掲
げ
る
附
船
二
十
一
艘
は
、
ど
の
船
に
ど
う
割
り

当
て
ら
れ
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
こ
の
史
料
か
ら
各
船
が
合
印
と
綱
引
人
足

の
人
数
を
記
し
た
紙
印
を
掲
げ
た
こ
と
、
御
船
引
上
用
の
綱
は
三
十
石
船
が
積
み
、
人

足
も
同
乗
さ
せ
て
い
た
事
実
が
判
明
す
る
。
こ
う
し
た
綱
引
関
連
の
詳
細
情
報
は
こ
れ

ま
で
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、「
一
件
」
の
史
料
価
値
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

綱
引
人
足
の
数
は
こ
う
し
て
船
上
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
直
前
の
宝
暦

十
四
年
正
月
二
十
三
日
に
は
、
大
坂
町
奉
行
か
ら
船
ご
と
の
人
数
が
村
々
に
告
げ
ら
れ

（
№
61
）、
さ
ら
に
二
十
五
日
に
は
村
別
の
人
数
が
「
尺
長
紙
ニ
書
付
、
船
着
ニ
建
置
、

但
大
板
ニ
張
付
置
」
か
れ
た
（
№
62
、
表
参
照
）。
こ
れ
は
通
信
使
通
航
の
前
日
の
こ

と
だ
っ
た
が
、
掲
出
さ
れ
る
こ
と
で
人
足
・
関
係
者
の
便
宜
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
通
信
使
一
行
が
淀
川
を
淀
へ
向
か
う
正
月
二
十
六
日
を
迎
え
た
。

⑧
〔
№
64
〕

一
廿
六
日
午
刻
、
宿
寺
出
立
、
川
崎
村
綱
引
初
、
東
側
綱
初
沢
上
江
村
江
八
過
時
御
船

来
ル
、
荒
生
村
ニ
而
日
暮
燈
火
上
ル
、
枚
方
へ
翌
廿
七
日
辰
刻
御
船
着
、
同
日
淀
へ
夜

戌
刻
船
着
、
廿
八
日
本
国
寺
へ
入
、（
中
略
）

右
御
船
手
四
艘
之
御
座
船
并
御
大
名
衆
御
船
壱
艘
ニ
茶
船
五
七
艘
宛
引
船
ニ
付
、
但
シ

御
船
手
御
紋
之
御
差
シ
を
立
て
、
刀
指
壱
人
宛
乗
、
御
船
拾
壱
艘
共
同
前
、
其
外
付
船

九
拾
四
艘
、
壱
艘
切
ニ
肝
煎
壱
人
宛
付
、

尤
仙
過
紙
壱
枚
四
ツ
切
ニ
〆
、
竹
を
付
、
肝
煎
ニ
渡
、
但
川
口
ニ
而
被
渡
ハ
油
紙
ニ
人

足
数
書
記
シ
、
御
船
奉
行
之
紋
石
持
ニ
一
文
字
之
下
三
ツ
星
之
小
差
建
候
様
被
仰
渡
候

得
共
此
儀
な
く
、
過
書
・
伏
見
船
共
紺
地
ニ
白
上
ヲ
御
用
過
書
船
・
御
用
伏
見
船
共
、

右
紺
地
之
ま
ね
き
を
引
柱
之
元
ニ
付
置
候
、

　

二
十
六
日
午
刻
に
宿
寺
を
出
立
す
る
と
右
岸
の
川
崎
村
で
最
初
の
綱
引
が
お
こ
な
わ

れ
た
。
そ
の
後
船
は
左
岸
に
渡
り
、
八
つ
過
ぎ
に
左
岸
最
初
の
綱
引
場
と
な
る
沢
上
江

村
に
到
着
し
た
。
荒
生
村
で
日
暮
れ
と
な
っ
た
た
め
灯
火
し
、
枚
方
へ
到
着
し
た
の
は

翌
二
十
七
日
の
辰
刻
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
淀
へ
は
同
日
夜
戌
刻
に
到
着
し
た
。

　

幕
府
船
・
大
名
船
は
合
計
十
一
艘
で
あ
り
、
付
属
す
る
五
艘
ま
た
は
七
艘
の
茶
船
に

は
「
御
船
手
御
紋
」
を
差
し
、
刀
指
し
の
者
を
一
名
ず
つ
乗
せ
た
（
十
一
艘
も
同
様
）。

そ
の
他
の
附
船
九
十
四
艘
に
は
一
艘
に
つ
き
肝
煎
一
名
を
同
乗
さ
せ
た
。
川
口
に
て
渡

さ
れ
た
油
紙
に
人
足
数
が
記
さ
れ
、
御
船
奉
行
の
紋
「
石
持
ニ
一
文
字
之
下
三
ツ
星
」

の
小
差
し
を
建
て
る
よ
う
仰
せ
渡
さ
れ
た
が
そ
の
儀
は
な
く
、「
御
用
過
書
船
」「
御
用

伏
見
船
」
を
記
し
た
紺
地
の
ま
ね
き
を
引
柱
の
元
に
付
け
置
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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二
　「
朝
鮮
人
来
朝
一
件
」
所
収
の
川
御
座
船
図

　

以
上
、
淀
川
左
岸
の
村
々
の
な
か
で
野
田
村
が
役
負
担
の
ス
ム
ー
ズ
な
履
行
に
大
き

な
関
心
を
抱
い
て
い
た
様
子
が
わ
か
っ
た
。
な
か
で
も
事
前
に
船
印
を
知
っ
て
お
き
た

い
と
い
う
願
望
の
強
か
っ
た
様
子
は
十
分
に
う
か
が
え
た
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
収
録

さ
れ
た
の
が
本
書
の
川
御
座
船
図
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
次
に
各
挿
絵
に
記
さ
れ
た
墨
書
を
翻
刻
し
、
御
船
に
若
干
の
解
説
を
加
え
た
い
。

●
図
1　

引
船

宗
対
馬
守
殿
引
船
弐
艘　
　
　
　
　
　

御
船
引
船
七
艘
茶
船
也

　

但
シ
御
座
船
ヨ
リ
先
ヘ
立　
　
　
　
　

但
シ
綱
引
寄
小
屋
迄
来
ル
也

　
　

村
方
綱
引
ハ
不
入

　

上
の
二
艘
は
宗
対
馬
守
義
暢
の
御
座
船
（
図
2
）
の
引
船
で
あ
る
。
諸
村
に
よ
る
綱

引
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

下
の
船
は
幕
府
提
供
の
御
船
四
艘
の
引
船
で
あ
る
。
一
艘
に
つ
き
七
艘
の
茶
船
が
担

当
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
上
記
史
料
⑧
に
よ
れ
ば
五
艘
の
場
合
も
あ
り
）。
た
だ
し

こ
の
引
船
は
綱
引
寄
せ
小
屋
ま
で
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
登
り
の
際
、
出
発
地
点
の

難
波
橋
か
ら
川
崎
村
ま
で
に
使
用
が
限
ら
れ
た
模
様
で
あ
る
。
掲
げ
た
紋
が
大
坂
船
手

の
紋
で
あ
る
石
持
に
一
文
字
三
星
で
、
一
名
の
帯
刀
者
が
乗
船
し
て
い
る
。

●
図
2　

宗
家
御
座
船

宗
対
馬
守
御
船
印　
　
　
　
　
　
　
　

御
座

　
　
　
　
　
　
　
　

銀
角
取
紙
也

　

宗
家
御
座
船
は
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
「
正
徳
度
朝
鮮
通
信
使
国
書
先
導
船
図
屏
風
」（
辛

基
秀
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
ユ
ネ
ス
コ
「
世
界
の
記
憶
」
登
録
品
）
に
も
描
か
れ
て
い
る
が
、

二
層
部
分
で
前
か
ら
牀
几
の
間
、
上
段
の
間
、
次
の
間
の
三
つ
の
屋
根
が
段
違
い
に
描

か
れ
て
い
る
（
上
段
の
間
が
も
っ
と
も
高
い
）
様
子
や
、
艫
に
宗
氏
の
家
紋
で
あ
る

五
七
桐
が
添
え
ら
れ
て
い
る
点
で
描
写
が
一
致
し
て
い
る
。

●
図
3　

国
書
船

御
船
浪
速
丸　
　

艫
板
ニ
鳳
凰
之
金
貝
有
ニ
付
テ
鳳
凰
丸
ト
モ
下
ニ
テ
云

　
　
　
　
　
　

国
書
乗
之

　
　
　
　

○
此
色
金
諸
船
放
茲　
　
　

御
紋
金
紗
縫

　
　
　
　
　
　
　

御
紋
白
糸
縫

　
　
　
　
　
　

紫

　
　
　
　
　
　
　

同
断

　

御
船
四
艘
の
う
ち
先
頭
を
行
く
国
書
船
の
浪
速
丸
で
あ
る
。
葵
紋
の
旗
と
と
も
に
史

料
⑥
に
記
さ
れ
た
「
段
々
筋
小
旗
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
段
々
筋
（
地
白
筋
紺
）

は
「
公
儀
の
御
舟
印
也
」（

2
）と
さ
れ
て
い
た
。
船
首
に
金
紗
縫
い
の
葵
紋
の
旗
を
立
て

る
の
は
国
書
船
の
特
徴
で
あ
る
。
小
ぶ
り
な
が
ら
も
鯱
を
揚
げ
た
屋
根
を
も
つ
牀
几
の

間
が
際
立
つ
船
型
と
合
わ
せ
、
大
韓
民
国
国
立
中
央
博
物
館
蔵
「
国
書
楼
船
図
」（
ユ

ネ
ス
コ
「
世
界
の
記
憶
」
登
録
品
）
所
収
の
国
書
船
と
一
致
し
て
い
る
。

●
図
4　

正
使
船

御
船
紀
伊
国
丸　
　

艫
ニ
依
テ
孔
雀
丸
ト
下
ニ
テ
云

　

正
使
乗
之

　

国
書
船
に
次
い
で
進
む
御
船
で
、
正
使
を
乗
せ
る
紀
伊
国
丸
で
あ
る
。「
段
々
筋
小
旗
」

を
用
い
る
点
は
国
書
船
同
様
で
あ
る
。
船
首
に
掲
げ
た
の
は
正
使
船
で
あ
る
こ
と
を
示

す
「
正
」
字
の
旗
で
、
鯱
を
揚
げ
た
牀
几
の
間
の
形
状
と
あ
わ
せ
、
個
人
蔵
「
朝
鮮
通

信
使
川
御
座
船
図
屏
風
」
に
描
か
れ
た
正
使
船
と
基
本
構
造
は
同
じ
で
あ
る
。

●
図
5　

副
使
船

御
船
土
佐
丸
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副
使
乗
之

　

正
使
船
に
続
く
副
使
船
の
土
佐
丸
で
あ
る
。「
段
々
筋
小
旗
」
は
こ
れ
ま
で
同
様
で

あ
る
。
船
首
に
は
副
使
船
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
「
副
」
字
の
旗
を
掲
げ
る
。
船
型

と
し
て
は
二
層
部
分
の
屋
根
が
段
違
い
に
な
っ
て
お
り
、
か
つ
上
段
の
間
の
屋
根
に
鯱

が
揚
げ
ら
れ
て
い
る
点
が
特
徴
と
な
る
が
、
こ
れ
は
大
韓
民
国
国
立
中
央
博
物
館
蔵
「
国

書
楼
船
図
」
所
収
の
副
使
船
図
と
一
致
し
て
い
る
。

●
図
6　

従
事
官
船

御
船
中
土
佐
丸　
　

従
使
乗
之

　

此
御
船
平
日
モ
御
城
代
重
キ
御
巡
見
様
ニ
出
ル

　
　

戸
描
様
金
ニ
テ
団
扇
有
リ

　

御
船
四
艘
の
最
後
と
な
る
の
が
従
事
官
船
の
中
土
佐
丸
で
あ
る
。
本
船
は
船
首
に
「
従
」

字
の
旗
を
掲
げ
る
ほ
か
、
二
層
部
分
の
中
央
の
部
屋
と
も
っ
と
も
後
ろ
の
部
屋
の
屋
根

が
一
体
化
し
て
鯱
を
揚
げ
、
高
さ
に
違
い
の
な
い
点
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
杉

戸
に
金
に
て
団
扇
が
描
か
れ
て
い
る
と
の
注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ

て
大
韓
民
国
国
立
中
央
博
物
館
蔵
「
国
書
楼
船
図
」
所
収
の
従
事
官
船
で
確
認
で
き
る

特
徴
で
あ
る
。「
一
件
」
所
収
の
川
御
座
船
図
が
極
め
て
良
く
各
船
の
特
徴
を
把
握
し

て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
下
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
上
々
官
船
（
三
艘
）・
上
判
事
船
（
二
艘
）・
以
酊
庵
長
老

船
（
二
艘
）
に
つ
い
て
は
墨
書
の
み
を
記
す（

3
）。
上
述
の
と
お
り
御
船
四
艘
の
特
徴

が
良
く
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
上
々
官
船
以
下
の
船
型
に
つ
い
て
は
む
し

ろ
本
書
の
挿
絵
が
基
本
資
料
に
な
り
う
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

●
図
7　

上
々
官
第
一
船

自
是
七
艘
之
御
船
ハ
鬮
ヲ
引
ク
、
壱
番
ゟ
七
番
迄
相
定

但
シ
帰
国
之
時
、
淀
ヨ
リ
下
ニ
ハ
七
番
之
船
壱
番
ニ
替
ル

　
　
　
　

登
船
壱
番　
　
　
　

此
旗
淀
ヨ
リ
下
ニ
ハ
松
平
安
芸
守
船
ニ
建

　
　
　
　

下
船
七
番

松
平
大
膳
大
夫
殿
御
船

●
図
8　

上
々
官
第
二
船

阿
部
伊
予
守
殿
船

　
　
　
　

登
船
弐
番

　
　
　
　

下
船
六
番

●
図
9　

上
々
官
第
三
船

小
笠
原
伊
勢
守
殿
船

　
　
　
　

登
船
三
番

　
　
　
　

下
船
五
番

●
図
10　

上
判
事
第
一
船

松
平
直
次
郎
殿
船

　

登
船
四
番

　

下
船
四
番

　
　
　

金
碇

●
図
11　

上
判
事
第
二
船 

松
平
阿
波
守
殿
船

　

登
船
五
番

　

下
船
三
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
艫
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

歓
光
丸

●
図
12　

瞻
長
老
船 

松
平
土
佐
守
殿
船
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登
船
六
番

　

下
船
弐
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
相
国
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瞻
長
老
乗
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
艫
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

善
調
丸

●
図
13　

芳
長
老
船

松
平
安
芸
守
殿
船

　

登
船
七
番

　

下
船
壱
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
東
福
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

芳
長
老
乗
船

お
わ
り
に

　

以
上
、「
朝
鮮
人
来
朝
一
件
」
所
収
の
川
御
座
船
関
係
史
料
と
挿
絵
の
紹
介
を
終
え
る
。

川
御
座
船
の
船
団
構
成
や
運
航
の
概
要
に
つ
い
て
は
宗
家
文
書
で
も
確
認
で
き
る
部
分

は
あ
る
が
、
本
書
に
記
さ
れ
た
水
尾
浚
え
や
綱
引
人
足
の
繰
り
出
し
な
ど
の
具
体
的
な

準
備
状
況
に
つ
い
て
は
負
担
し
た
側
な
ら
で
は
の
記
録
と
い
え
よ
う
。
ま
た
挿
絵
に
つ

い
て
は
簡
略
で
は
あ
る
が
正
確
な
描
写
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

御
船
四
艘
に
加
え
大
名
提
供
船
を
加
え
た
全
御
座
船
が
ひ
と
つ
の
資
料
の
な
か
に
描
か

れ
た
例
を
筆
者
は
他
に
知
ら
な
い
。
こ
れ
も
在
地
側
で
作
成
さ
れ
た
ゆ
え
の
大
き
な
特

長
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
重
要
性
に
鑑
み
、
他
の
川
御
座
船
図
と
の
比
較
の
便
の
た
め

本
稿
で
は
図
版
に
カ
ラ
ー
を
採
用
し
た
。
積
極
的
な
利
用
を
期
待
し
た
い
。

〔
註
〕

（
1
）
こ
こ
で
い
う
川
御
座
船
と
は
国
書
船
・
三
使
船
・
上
々
官
船
・
上
判
事
船
・
以
酊
庵
長
老

船
を
指
す
。

（
2
）「
入
来
琉
球
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
平
山
敏
治
郎
「
入
来
琉
球
記
（
資
料
）」『
民
俗
学

研
究
所
紀
要
』
第
三
集　

一
九
七
八
年
）。
木
土
博
成
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
3
）
宝
暦
度
は
登
り
時
と
下
り
時
で
上
々
官
船
以
下
の
馳
走
大
名
に
異
動
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
る
（
大
澤
二
〇
一
七
）。
本
書
の
挿
絵
は
参
向
時
の
御
座
船
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、

図
7
以
降
に
記
さ
れ
た
墨
書
は
そ
の
異
動
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

〔
参
考
文
献
〕

飯
沼
雅
行　

二
○
○
四　
「
朝
鮮
通
信
使
・
琉
球
使
節
通
航
時
の
綱
引
助
郷
―
摂
河
両
国
を
中
心

に
―
」『
交
通
史
研
究
』
五
十
四
号

大
澤
研
一　

二
○
一
七　
「
通
信
使
川
御
座
船
の
船
団
編
成
に
つ
い
て
」『
朝
鮮
通
信
使 

地
域
史

研
究
』
第
二
号

大
澤
研
一　

二
○
一
九　
「
史
料
紹
介　

豊
後
国
稲
葉
家
伝
来
天
和
度
朝
鮮
通
信
使
川
御
座
船
関

係
文
書
に
つ
い
て
」『
大
阪
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
十
七
号
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船　　　　　名 船数 必要綱引
人足総数 内訳 肝煎人数 負担村 備考

浪速丸(国書) 1 80
66 6 毛馬村
14 2 中野村

紀伊国丸(正使) 1 90
74 7 猪飼野村
9 1 大友村
7 1 小橋村

土佐丸(副使) 1 80
56 6 国分村
24 2 蒲生村

中土佐丸(従事官) 1 80
59 6 放出村
21 2 野田村

御船手与力乗船 2 12
3 腹見村

小屋形御船 1 15
閑所船 4 16 4 西今里村
三拾石船 7 35 4 土居村：人足30 過書伏見船
七拾石船 3 24 6 守口町：人足29 過書伏見船
五拾石船 6 36 6 中浜村

小計(御船+附船) 468
松平大膳大夫船(上々官第一) 1 90 9 赤川村

阿部伊予守船(上々官第二) 1 70
60 6 千林村
10 1 中野村

小笠原伊予守船(上々官第三) 1 70
28 3 荒生村
42 4 野江村

松平直次郎船(上判事第一) 1 80 8 今福村

松平阿波守船(上判事第二) 1 80
69 7 鴫野村
11 1 貝脇村

松平土佐守船 1 90
21 2 赤川村
19 2 新開多新田
50 5 下辻村

松平安芸守船 1 70
44 4 南嶋村
26 3 関目村

小計(川御座船) 550
百三拾石船 1 23 2 別所村 過書伏見船

五拾石船 13 78
48 8 中村

過書伏見船
30 5 般若寺村

百石船 4 48
39 3 森小路村

過書伏見船
9 1 内代村

九拾石船 3 33 5 善源寺村：人足42 過書伏見船
八拾石船 1 10 13 上辻村：人足13 過書伏見船
六拾石船 5 35 23 江野村：人足23 過書伏見船

四拾石船 11 66
31 7 沢上江村

過書伏見船14 1 馬場村
21 3 友渕村

三拾石船 7 35 35 7 馬場村 過書伏見船
手くり船 4 12 今市村 伊勢船

小計(信使方分) 340
川奉行与力乗船 2 16

手くり船と
あわせて11 今市村

川奉行下役乗船 2 10
三拾石船 2 10 過書伏見船
四ツ足茶船 1 5

小計(川御用分) 41

三拾石船 4 20 以下、4件
計15

以下4件で桑津村： 足27・肝煎6、
我孫子村：人足52・肝煎9 過書伏見船

三拾石船 3 15 過書伏見船
小計(過書伏見船役人乗船分) 35

四拾石船 4 24 過書伏見船
通船 4 20

小計(御賄船分) 44
総計 105 1478

川御座船の綱引人足数と負担村
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